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株式会社　リセラ
重要事項説明書

（事業の目的）

Ｒｅ‘ｓｅｌａ地域密着型通所介護又は介護予防型通所サービス（以下「通所介護事業」という。）の適正な運営を確保する為に人員及び管理運営に関する事項を定め、要介護状態又は要支援状態（以下、『要介護状態』という）となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ることを目的とする。
（運営方針）

　　本事業の運営方針は、以下のとおりとする。

（1） 指定通所介護は、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的行うものとする。

（2） 事業者自らその提供する指定通所介護の質の評価を行い、常にその改善を図る　ものとする。

（3） 指定通所介護の提供に当たっては、通所介護計画に基づき、利用者の機能訓練　　及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行う。

（4） 指定通所介護の提供に当たる従業者は、指定通所介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービス提供方法等に　　ついて、理解しやすいように説明を行う。

（5） 指定通所介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行う。

（6） 指定通所介護は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に添って適切に提供する。特に、認知症の状態にある要介護者等に対しては、必要に応じ、その特性に対応したサービスの提供ができる体制を整える。

　   事業実施に当たっては、市町村、地域の保険・医療・福祉サービスとの綿密な　　連携に努める。　　　　　　　　　
（事業所の名称）

　　事業を行う事業所の名称及び所在地

　　名称　Re’sela
　　所在地　福岡市中央区平尾2丁目5番16号2階
　　℡　 （092）524 -0012 / 社用携帯 080-7552-0018

　　fax　（092）753 -9910　
（設備概要）

　　敷地面積　　　681.03㎡

　　建物面積　　　 99.96㎡

　　食堂兼機能訓練室　60.80㎡

　　
（人員基準）

　　管理者　　　　　　　　1名 

　　生活相談員　　　　　　2名　(うち管理者兼務1名、介護職兼務1名)
　　介護職員　　　　　　　6名　(うち機能訓練指導員4名兼務)
機能訓練指導員　　　　4名　
　（営業日及び営業時間）

　事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。ただし、災害、悪天候等　　　　　　止むを得ない事情が生じた場合は利用者等に連絡の上変更することがある。

営業日　　月曜日～土曜日〔祝日を含む〕までとする。

　　　　　但し、夏季（8月13日～8月15日）年末年始（12月31日～1月3日）は除く。

1. 営業時間　　　　　　午8時30分～午後17時30分

2. サービス提供時間　　午前の部 /　午前 9時20分～午後12時20分

　　　　　　　　　　午後の部 /　午後13時40分～午後16時40分

3. 緊急時、状況変化時はこの限りではない。

（指定通所介護の利用定員）

　　利用定員は18名。

（サービス内容）

(1) 通所介護計画の作成

(2) 生活指導

(3) 機能訓練

(4) 介護サービス

(5) 健康状態の確認

(6) 送迎

(7) 介護に関する相談援助

　事業所がサービス提供するに当たっては以下のことを遵守するものとする。

1 予め利用（申込）者又はその家族に、サービスの選択に資すると認められる　　重要事項を記した文書を交付して説明を行い、同意を得て提供を開始する。

2 利用者の被保険者証により認定の有無や有効期間を確認する。また認定審査会意見がある場合には、それに配慮する。

3 前項第1号の通所介護計画を作成し、計画に沿ったサービスを提供する。既に、居宅サービス計画が作成されている利用者においては、その内容に沿った通所介護計画を作成する。

4 事業所は、正当な理由なくサービス提供を拒まない

（利用料金について）

　　　別紙にて記載
　　　その他の料金

（1） 食事の提供に要する費用、おむつ代、その他の日常生活費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（緊急時の対応）　

1　　　　　事業所及びその従業者は、サービスの提供中に利用者の病状に急変、その他　緊急事態が生じたとき、又は事故が発生したときは、速やかに主治医に連絡し　適切な措置を講ずるとともに、管理者の指示に従い、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に関わる居宅介護支援事業者等に報告を行うものとする。

2　　　　　事業所は、事故の状況や事故に際してとった処置について記録するとともに、事故発生の原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講ずるものとする。

（非常災害時対策）

1　　　　　事業所及びその従事者は、地震、火災等の非常災害に際して、利用先とした　　避難、誘導等の措置をとるものとする。

2　　　　事業所の従事者は、消火設備、救急品、非難器具等の備え付け及びその使用方法、並びに非常災害時の避難場所、避難経路に熟知しておくものとする。

3　　　　事業所の従事者は、非常災害等を発見又は発生の危険性を察知した時は、臨機応変の措置をとるとともに、所轄消防署に通報する等の適切な措置を講ずるものとする。
4　　　　防火管理者は、非常災害に関する具体的計画を策定するとともに、当該計画に　基づく防災訓練（消火、避難等）を年に２回以上行うこととする。

（秘密保持義務）
1 事業所及びその従事者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

2 従業者であった者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させる為、従業員でなくなったあとにおいても、これら秘密を保持する旨を雇用契約書の内容とする。

3 サービス担当者会議において、利用者又はその家族の個人情報を用いる場合は、利用者又はその家族の同意をあらかじめ得ておく。

（苦情処理）　サービス提供上の苦情、相談受付窓口を設定します。

　　　　　　　　　　　相談窓口担当　　　代表　鎌田　武

　　　　　　　　　　　　電　　話　　　　　　（092）524－0012    
　　　　　　　　　　　中央区福祉・介護保険課（092）718－1102
　　　　　　　　　　　南区福祉・介護保険課　（092）559－5125
　　　　　　　　　　　博多区福祉・介護保険課（092）419－1078
　　　　　　　　　　　城南区福祉・介護保険課（092）833－4105

　　　　　　　　　　　国民健康保険団体連合会（092）642－7859

　　　　　　　　　　　苦情、相談等なんなりとお申し付けください。
（虐待防止に関する事項）事業所は、利用者の人権擁護・虐待の防止のため次の措置を講ずるものとする。

（1） 虐待を防止するための従事者に対する研修の実施

（2） 利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備

（3） その他虐待防止のために必要な措置

事業所又は指定事業所は通所介護又は介護予防型通所サービスの提供中に、従事者又は擁護者（利用者の家族等高齢者を現に擁護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに市町村に通報するものとする。

　　　　　　　　　
（第三者評価事業について）

「第三者評価とは」福祉サービスの「社会福祉法人等の提供するサービスの質を事業者及び利用者以外の構成・中立な第三者機関が専門的かつ客観的な立場から行った評価である」とされている。また平成12年6月に施行された社会福祉法第78条に「福祉サービスの質の向上のための措置等」と規定され、事業所は、常に福祉サービスを受けるものの立場に立って良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めねばならないとされている。
当事業所の第三者の実施は無だが、サービスの質の向上と事業の透明性を確保するため、年に1度の介護サービス公表を実施し、加えて自己評価チェックを3年に1度実施する。

　　以上を説明し、同意を得たことを証明し、記名捺印してお互いに1通を保有するも

　　のとします。

令和　年　　月　　日
　　　　　　　　
　　　　　事業者　　住所　福岡市中央区平尾2丁目5番16号2階
　　　　  事業者名　　　Re’sela　　　　　　　　　　　　　  　　　　印

　　　　　代表者名　　　鎌田　武　　　
利用者　住所　
　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　印
　　　　　　　代理人　住所　
　　　　　　　　　　　　
氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

